
宮
武 
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社
会
保
障  
言  

論�

月
額
7
万
円
は
、
国
民
年
金
の
40
年
完

全
納
付
で
約
6
・
6
万
円
を
上
回
る
。
民

主
党
は
消
費
税
を
4
年
程
度
据
え
置
く
方

針
だ
か
ら
、
も
う
一
回
選
挙
の
洗
礼
を
受

け
た
う
え
で
の
導
入
に
な
る
。

ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
に
も
似
て

だ
れ
も
が
同
じ
制
度
に
加
入
し
、
支
払
能

力
に
応
じ
負
担
し
、
そ
れ
に
見
合
う
年
金
を

受
け
取
る
の
は
理
想
的
な
姿
に
違
い
な
い
。

支
払
い
能
力
が
な
い
人
、
乏
し
い
人
に
も
老

後
の
生
活
を
保
障
す
る
の
も
意
義
深
い
。

し
か
し
、
難
問
が
立
ち
は
だ
か
る
。

厚
生
年
金
、
共
済
年
金
の
統
合
だ
け
で
も

保
険
料
率
を
揃
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
廃
案

に
な
っ
た
被
用
者
年
金
一
元
化
法
案
で
は
共

済
年
金
の
保
険
料
率
を
段
階
的
に
引
き
上
げ

18
・
3
％
で
統
一
・
固
定
）。

国
民
年
金
ま
で
吸
収
・
合
体
す
る
際
は
保

険
料
率
を
ど
の
程
度
に
す
る
の
か
。

被
用
者
年
金
の
労
使
折
半
と
は
異
な
り
、

自
営
業
者
ら
に
全
額
18
・
3
％
の
負
担
を
求

め
る
の
は
至
難
の
業
だ
。
15
％
程
度
に
抑
え

れ
ば
、
被
用
者
で
は
中
間
所
得
層
以
上
の
年

金
額
が
大
幅
に
下
が
る
。

そ
れ
以
前
に
自
営
業
者
の
所
得
を
厳
格
に
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民
主
党
を
軸
に
す
る
新
政
権
は
、
そ
の
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
の
実
現
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。

と
り
わ
け
世
論
の
期
待
が
集
中
す
る
年
金
改

革
案
は
実
現
可
能
な
の
か
。

理
想
と
現
実
の
は
ざ
ま
で

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
、こ
う
約
束
し
た
。
2
0
1

3
年
度
ま
で
に
以
下
を
骨
格
と
す
る
法
律
を

成
立
さ
せ
る（
イ
メ
ー
ジ
図
参
照
）。

①
す
べ
て
の
人
が
同
じ
年
金
制
度
に
加
入
し
、

職
業
を
移
動
し
て
も
面
倒
な
手
続
き
が
不

要
に
な
る
よ
う
に
年
金
制
度
を
例
外
な
く

一
元
化
す
る
。

国
民
年
金
の
み
に
加
入
の
自
営
業
者
、

従
業
員
5
人
未
満
の
事
業
所
従
業
員
、
非

正
規
労
働
者
、
専
業
主
婦
ら
も
含
め
た
完

全
一
元
化
で
あ
る
。

②
す
べ
て
の
人
が「
所
得
が
同
じ
な
ら
同
じ
保

険
料
」を
負
担
し
、
納
め
た
保
険
料
を
基
に

受
給
額
を
計
算
す
る「
所
得
比
例
年
金
」を

創
設
す
る
。

所
得
把
握
が
困
難
ゆ
え
に
一
律
定
額
の

保
険
料
で
あ
っ
た
国
民
年
金
の
加
入
者
も

所
得
比
例
年
金
へ
移
り
、
保
険
料
率
を
課

せ
ら
れ
応
能
負
担
に
な
る
。

③
消
費
税
を
財
源
に
す
る「
最
低
保
障
年
金
」

を
創
設
し
、
全
員
が
月
額
7
万
円
以
上
の

年
金
を
受
け
取
れ
る
よ
う
に
す
る
。「
所
得

比
例
年
金
」を
一
定
額
以
上
受
給
で
き
る

人
に
は
最
低
保
障
年
金
を
減
額
す
る
。

●

新
政
権
下
の
社
会
保
障
●

年
金「
一
元
化
」の

是
非
と
成
否
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Go Miyatake

把
握
し
な
い
限
り
、
大
半
が「
赤
字
だ
」、「
黒

字
は
わ
ず
か
」と
最
低
保
障
年
金
の
対
象
に

雪
崩
れ
込
む
。
自
分
名
義
の
所
得
が
な
い
1

0
0
0
万
人
超
の
専
業
主
婦（
パ
ー
ト
を
含

む
）も
や
は
り
負
担
な
し
に
7
万
円
を
受
け

取
れ
る
。

ま
た
、
旧
制
度
に
1
カ
月
加
入
し
た
人
び

と
ま
で
受
給
者
に
な
る
に
は
原
則
40
年
の
移

行
期
間
が
か
か
る
。
最
低
保
障
年
金
が
全
加

入
者
を
カ
バ
ー
す
る
の
は
40
年
後
で
、
現
在

の
無
年
金
者
や
低
年
金
者
を
救
う
即
効
薬
に
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組
織「
日
本
年
金
機
構
」を
ど
う
扱
う
か
。
民

間
か
ら
募
っ
た
採
用
内
定
者
を
そ
の
ま
ま
国

家
公
務
員
扱
い
は
で
き
な
い
。
採
用
を
取
り

消
せ
ば
国
家
に
よ
る
”内
定
斬
り
“に
陥
る
。

ど
ん
な
管
理
・
運
営
組
織
に
す
る
に
せ
よ
所

得
を
厳
格
に
把
握
で
き
る
税
制
改
正
や
、
負

担
と
給
付
を
明
確
に
し
な
が
ら
ミ
ス
や
不
正

を
防
ぐ
シ
ス
テ
ム
構
築
へ
地
道
に
取
り
組
む

ほ
か
な
い
。

民
主
党
案
は
、
所
得
比
例
一
本
と
最
低
保

証
年
金
を
組
み
合
わ
せ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
年

金
改
革（
99
年
実
施
）に
設
計
が
似
て
い
る
。

こ
の「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
モ
デ
ル
」は
、
新
生
児
が

即
時
に
税
務
署
へ
登
録
さ
れ
る
税
務
の
厳
し

さ
や
、
女
性
の
8
割
強
が
働
き
、
専
業
主
婦

は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
社
会
基
盤
の
上
に
成
り

立
つ
。
そ
れ
で
も
利
害
団
体
を
排
し
、
超
党
派

の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
け
、
8
年
が
か

り
で
、
や
っ
と
実
現
に
漕
ぎ
着
け
た
。

民
主
党
の
衆
院
3
0
8
議
席
が
学
ぶ
べ
き

は
、
こ
の
社
会
基
盤
づ
く
り
と
我
慢
の
政
治

哲
学
で
は
な
い
か
。
拙
速
が
も
っ
と
も
怖
い
。

■
宮
武

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

早
稲
田
大
学
政
経
学
部
卒
。
毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、
埼
玉

県
立
大
学
教
授
を
経
て
、
現
在
、
目
白
大
学
教
授
。

近
著
に
『
介
護
保
険
の
再
出
発

医
療
を
変
え
る
・
福
祉
も
変
わ
る
』

（
保
健
同
人
社
）。

は
な
ら
な
い
。

3
0
8
議
席
の
責
任
と
は
何
か

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
、こ
う
付
け
加
え
た
。「
社
会

保
険
庁
と
国
税
庁
を
統
合
し『
歳
入
庁
』と
し
、

税
と
保
険
料
を
一
体
的
に
徴
収
す
る
」、「
所
得

把
握
を
確
実
に
行
な
う
た
め
税
と
社
会
保
障

制
度
共
通
の
番
号
制
度
を
導
入
す
る
」

実
は
、
こ
の
大
作
業
が
民
主
党
案
の
成
否

を
分
け
る
前
提
で
は
な
い
の
か
。

た
だ
し
、
来
年
1
月
発
足
の
非
公
務
員
型

現行の年金制度イメージ図

最低保障年金�
（財源は消費税）�

最低保障の減額が始まる�
年金額（具体額は不明？）�

最低保障年金�
（財源は消費税）�

厚生年金�

国 民 年 金（給付時は基礎年金）�

共済�
年金�

所得比例年金�
（財源は保険料）�

受給額�

保険料�

7万円�

注：民主党マニフェストを基に筆者作成�

民主党の年金一元化イメージ図
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